
「〈仮称〉東大阪市住工共生まちづくり条例」の制定に向けて
現状と課題

【経済状況】国内では少子高齢化等の進展による需要の減少、国際的にもアジア等の新興国製品との競争激化、新興国の市場
拡大、超円高、電力供給問題などにより大企業の海外進出が加速化し、中小企業においては国内の大企業等依存型の取引構造
が限界に。

本市の製造業の推移（平成12年～20年）
（出典：工業統計調査）
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【経済産業省 産業構造審議会資料より】

【資料１】



現状と課題

【操業環境の悪化】利便性の高さから工業系地域では工場跡地が住宅に転用され、住工混在によりトラブルが発生。住居系地
域でも既存不適格として操業中の工場にとっては操業制限・建替え制限がある。移転や廃業につながるなど、基盤的技術産業
の集積崩壊の危惧。
【住環境上の問題】住民にとっても良好な住環境とはなっておらず住民福祉の観点からも問題がある。
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工業 14 5 7 8 1 7 42
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工業地域・準工業地域内での開発指導物件（開発区域の面
積が500㎡以上の開発行為）の内訳を見ると、161件のうち住
宅は106件を占めている。

開発件数（件）

平成16～19年度における開発指導要綱における指導物件の内訳（出典：開発指導課資料）
【住工共生の地域整備に向けて（最終報告）より】

公害苦情発生件数（出展：東大阪市統計書））
【住工共生の地域整備に向けて（最終報告）より】
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工業 15,577 21,399 5,360 9,342 6,523 68,627 126,828
12.3% 16.9% 4.2% 7.4% 5.1% 54.1% 100.0%

準工業 43,761 17,139 10,343 137,643 35,080 174,082 418,048
10.5% 4.1% 2.5% 32.9% 8.4% 41.6% 100.0%

総計 59,338 38,537 15,703 146,984 41,603 242,710 544,875
10.9% 7.1% 2.9% 27.0% 7.6% 44.5% 100.0%

開発面積（㎡）

工業地域においては共同住宅（マンション）については件数に
比して面積が大きく、大規模な敷地へのマンション立地が進
展している様子がうかがえる。
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既に問題が生じて移転あるいは一部廃業した 既に問題が生じて困っている

今後の不安が大きい 少し不安である

問題や不安はない その他

不明・無回答

操業環境への問題や不安の有無について（本市サンプル数256）
【中小企業都市連絡協議会による合同アンケート調査結果より】

住民からの公害苦情件数は一定数で推移しているものの、製
造業にとっては操業環境への問題を既に生じている（8.2％）、
今後が不安（44.1％）としている企業が多くなっている。



現状と課題

【都市経営の観点】本市の市税収入の構成は法人市民税や固定資産税の割合が府下比較でも高く、製造業の市内就業率が
65％を超える雇用を生み、商業の活性化にもつながるなど、製造業の活性化が都市基盤の根幹。

７

昼夜間人口比と市内就業率（平成17年）（出典：工業統計調査）
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市税収入の内訳（平成18年度）
【住工共生の地域整備に向けて（最終報告）より】

〈市町村の人口当たり販売額÷府平均の人口当たり販売額〉
→１より大きいと他の市町村から買い物客を集めていることとなる



現状と課題

【地方分権、都市間競争の時代】都心回帰が進む大阪市、住環境に恵まれた奈良県に挟まれる中、本市のポテンシャルを最
大限に活用し都市間競争の時代に対応する必要。
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製造業立地メリットの内容について（本市サンプル酢171、複数回答）
【中小企業都市連絡協議会による合同アンケート調査結果より】

東大阪市に立地するメリットが「大きい」・「幾らかはある」と評価した企業が約
67％あり、その理由として「協力工場が多い」（約71％）、「得意先が近い」（約
45％）などを挙げており、製造業の立地メリットが高いことが表れている。

大阪府の製造業事業所の集積
（全製造業、平成15年）

圧倒的な工業集積
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「〈仮称〉東大阪市住工共生まちづくり条例」の制定に向けて
現状と課題

【経済状況】国内では少子高齢化等の進展による需要の減少、国際的にもアジア等の新興国製品との競争激化、新興国の市場拡大、超円
高、電力供給問題などにより大企業の海外進出が加速化し、中小企業においては国内の大企業等依存型の取引構造が限界に。
【操業環境の悪化】利便性の高さから工業系地域では工場跡地が住宅に転用され、住工混在によりトラブルが発生。住居系地域でも既存
不適格として操業中の工場にとっては操業制限・建替え制限がある。移転や廃業につながるなど、基盤的技術産業の集積崩壊の危惧。
【住環境上の問題】住民にとっても良好な住環境とはなっておらず住民福祉の観点からも問題がある。
【都市経営の観点】本市の市税収入の構成は固定資産税や法人市民税の割合が府下比較でも高く、製造業の市内就業率が６５％を超える
雇用を生み、商業の活性化にもつながるなど、製造業の活性化が都市基盤の根幹。
【地方分権、都市間競争の時代】都心回帰が進む大阪市、住環境に恵まれた奈良県に挟まれる中、本市のポテンシャルを最大限に活用し
都市間競争の時代に対応する必要。

市において、住宅と工場の共生を目指したま
ちづくりを進める理念とルールづくりが必要

「〈仮称〉住工共生まちづくり条例」の制定に向けた検討

このような課題は大都市圏の集積地域に共通のもので、我が国経済
への影響が大きいことから本市単独で解決が難しい内容については
国等への産業集積保全のための法制定等の提言を行っていく

特別委員会

住工共生まちづくり
検討委員会 庁内委員会

ワーキング

総合計画、住工共生まちづくりビジョン、〈仮称〉中小企業振
興条例（現在作業中）等を踏まえた検討を行っていく。

指示

報告

条例素案(6月)、ｱﾝｹｰﾄ調査(7～8月)、地域懇談会(8月)⇒条例案策定

条例案確定(1or2月)

事務局
（モノづくり支援室）

パブコメ(12月)
意見

検討の手法

議会上程

【目的】本市が国内屈指のモノづくり中小企業のまちとし
て将来にわたりその産業集積を維持し、住民と工場が安心
して共存できるまちづくりを目指すために必要な事項を定
める。

【コンセプト】●既存混在の工業系地域における近接共生
できる環境の促進 （相互理解を深める、相隣問題解消の
ための対策支援、インフラ整備etc.）
●市域全体での住工混在の緩やかな解消 （住居系地域の
工場の工業系地域への移転促進、工業系地域の住宅の住居
系地域への移転促進etc.）
●工業地域での住宅開発による更なる住工混在の未然防止

【各者の役割、責務】モノづくり企業、市民、住宅等開発
業者、住宅等販売業者、住宅家主etc.

【施策】目的,コンセプトに沿って各部局が実施すべき施策

条例の構成（案）



住工共生
まちづくり条例

全体相関図

住工共生ビジョン総合計画

住工共生の地域整備
最終報告書

【目指す方向性】
操業環境の保全
住環境の保全

中小企業の発展

豊かな暮らし

まちの発展

・工業
・商業 の発展
・農業

中小企業
振興条例


